
１．来店者の感染予防対策

（１）入店・注文

□ ① □

□ ② □

＜「実施している項目：○」について、チェックをしてください＞

〇 （ア）

〇 （イ）

□ ③ □

□ ④ □

□ ⑤ □

□ ⑥ □

（２）食事・店内 利用

□ ① 全ての座席について、次のいずれか（又は両方）の対応を行っている。 □

＜「該当する項目：○」について、チェックをしてください。＞

〇 （ア）
ｍ

〇 （ウ）

〇 （オ） ｍ

パーティション

カウンター
最低座席間隔

パーティション

有　・　無

〇

 カウンターテーブル上にパーティション等を設置して遮蔽している。（カ）〇

※２ページ目に続きます

ｍ

 富山県新型コロナ安心対策飲食店認証基準（感染症予防対策チェックシート）（１/２ページ目）

有　・　無

最低座席間隔

真正面での着座配置をしていない。座席の間隔を最低１ｍ 以上確保できるよう配置する

 カウンターテーブルの席間は、最低 1 ｍ以上の間隔を確保している。

【カウンターテーブルの席の配置】※次の(オ)、(カ)いずれか（又は両方）を満たすこと

　　※カラオケ設備を使用する店舗でクラスターが発生していることから、当分の間は対象外とします。

 ※少人数の家族、介助者同席の高齢者・乳幼児・障害者等が対面での着座を希望する場合は除く。

【テーブル間の配置】※次の(ア)、(イ)のいずれか（又は両方）を満たすこと

店舗名：

〇

テーブル

店舗分類：　レストラン、食堂　　　居酒屋　　□カラオケ店(※)

所在地：

記入日：　令和３年　　　　月　　　　日

　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　             　　）

テーブル間
最低テーブル間隔

チェック項目

「発熱（例えば平熱より１度以上）や軽度であっても風邪症状（せきやのどの痛みな
ど）、嘔吐・下痢等の症状がある方の入店はご遠慮願います等」と掲示している。

実施している項目に、チェックを記入（☑）してください。

パーティション

有　・　無

手指消毒の実施を要請する掲示をしている。

「食事中以外のマスクの着用」を促す掲示をしている。

「入店時には、手指消毒」を促す掲示をしている。

（エ）

同一グループが使用するテーブルとその他のグループが使用するテーブル間は、対人距
離が１ｍ以上確保できるよう配置している。

【同一テーブルでの配置】※次の(ウ)、(エ)のいずれか（又は両方）を満たすこと

テーブル間をアクリル板等で遮蔽している。（イ）

　　　　　　　※認証の申請にあたっては、全ての項目：□にチェックされている必要があります。
　　　　　　　　〇は実施または該当する項目にチェックをしてください。

申請者
確認欄

県確認欄

従業員が、来店者に対し、手指消毒の実施を呼びかけている。

来店者に対し、入店時に手指消毒の実施を要請している。

店舗出入口に「手指消毒設備」を設置している。

◎パーティション（アクリル板等）を設置している。

◎座席の間隔を１ｍ以上確保している。

　※同一テーブル上の正面及び隣席との間、並びに他のテーブルとの間に設置

　※パーティション（アクリル板等）の高さは、目を覆う程度の高さ以上のもの

テーブル上にパーティション等を設置して遮蔽している。

「咳エチケットの徹底」を促す掲示をしている。

本表は、１店舗につ

き１枚作成してくだ

さい。

複数店舗を有する場

合は、必要店舗分を

コピーして作成して

ください。

様式第３号



店舗名：

□ ② □

※２時間程度を目安とする。

□ ③ □

〇 （ア）

〇 （イ） 大声での会話を控えるよう掲示をしている。

□ ④ 「咳エチケットの徹底」を促す掲示をしている。 □

□ ⑤ □
※換気状況は、「２．施設・設備の衛生管理の徹底」のとおりである。

２.施設・設備の衛生管理の徹底

□ 換気について、以下の①、②のいずれかの基準を満たしている。 □

【特定建築物（※）】の場合
※

〇 ①

【特定建築物】以外の施設の場合

②

〇 （ア）

〇 （イ）

３．従業員の感染予防

□ □

４．感染者発生に備えた対処方針

□ □

５．カラオケ設備

□ 次の(ア)、(イ)いずれかを満たしている。 □

〇 （ア）

〇 （イ）

＜県記入欄＞

CO₂濃度

ppm

カラオケ設備を有していない。

カラオケ設備を有しているが、認証を受けている期間は、「使用しない」旨を店頭に掲
示している。

換気設備により必要換気量（一人あたり毎時30㎥）を確保している。

必要換気量が足りない場合は、入店者数を調整して一人あたりの必要換気量を確保する
とともに、換気設備の清掃、整備等の維持管理を適切に行っている。

窓の開放による換気の場合は、1時間当たりの換気回数を２回以上確保するため、30分間
に１回、５分間程度、２方向の窓を全開（窓が一つしかない場合は、ドアを開ける）す
るなどして十分な換気を行っている。
また、換気のため窓やドアを開放している旨、利用者に周知し、協力を要請している。

＜「該当する項目：○」について、チェックをしてください＞

次の(ア)、(イ)のいずれか（又は両方）を行っている。

国等が提供する濃厚接触通知アプリの利用の周知や利用方法の店頭掲示等を行っている

従業員全員が、常に不織布マスクを着用し、休憩スペースでは、対面での食事や大声で
の会話を避ける。

建築物衛生法に基づく空気環境の調整に関する基準を満たしているか確認している。

満たしていない場合は、換気設備の清掃、整備等の維持管理を適切に行っている。

＜「実施している項目：○」について、チェックをしてください＞

大声での会話を控えるよう要請している。（声かけ又は掲示）

 富山県新型コロナ安心対策飲食店認証基準（感染症予防対策チェックシート）（２/２ページ目）

滞在時間の制限や予約制の活用などにより同時に多数の人が集まらないように対応して
いる。

従業員が、来店者に対し、大声での会話を控えるよう呼びかけている。

【特定建築物】とは、「建築物衛生法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）」で
規制を受けている建物になります。

店舗が入っている施設が【特定建築物】に該当するか、施設管理者等に問合わせ、管理状況等
を確認の上、記載してください。

＜「該当する項目：○」について、チェックをしてください＞

個室を使用する場合は、常時換気を行っている。

申請者
確認欄

県確認欄　　　　　　　※認証の申請にあたっては、全ての項目：□にチェックされている必要があります。
　　　　　　　　〇は実施または該当する項目にチェックをしてください。

チェック項目

（確認者） （確認日時）

月 日（ ） ： ～ ：


